
安来市社会福祉法人連絡会公開講演会

令和元年度 権利擁護推進セミナー開催要項

１．目 的

「成年後見制度利用促進法」の施行及び意思決定支援のあり方等により、成年後見制度をめ

ぐる動向は大きく変わりました。しかし、地域における成年後見制度利用促進の体制整備はこ

れからです。今後、認知症高齢者の増加等に伴う判断能力が不十分な方々の身上保護や財産管

理などの受け皿づくりは喫緊の課題といえます。そこで、そうした新たな動向や先進事例を学

ぶため、社会福祉法人役職員をはじめ、広く福祉・介護・保健・医療関係者、行政関係者等の

参加により、成年後見制度利用支援の一環として法人後見や市民後見の促進を考えることを

目的に開催します。

２．主 催 安来市社会福祉法人連絡会

３．共 催 安来市・安来市地域包括支援センター・安来市権利擁護センター

４．後 援 安来市民生児童委員協議会・安来地域介護支援専門員協会

５．日 時 令和元年８月３０日（金） 午後１時１０分～４時３０分
６．会 場 安来商工会議所「大ホール」安来市安来町 878-8 ☎0854-22-2380
７．日 程

（１）基調講演「成年後見制度を取り巻く新たな動向と課題」（仮題）
厚生労働省社会・援護局地域福祉課・成年後見利用促進室 室長補佐 西村 慎太郎 氏

（２）実践報告
① 「社会福祉法人の連携による法人後見の取組み」

社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 野村育成園施設長 兵頭 智子 氏

② 「邑南町社会福祉協議会における法人後見の取組み」
社会福祉法人邑南町社会福祉協議会 地域福祉課長 渡邊 健二 氏

③「大田市社会福祉協議会における市民後見の取組み」
社会福祉法人大田市社会福祉協議会 成年後見センター所長 神門 義嗣 氏

（３）全体協議
質疑応答及び意見交換

８．参 加 者 １５０名程度
（１）安来市社会福祉法人連絡会構成法人役職員
（２）福祉・介護・保健・医療関係者、民生児童委員、行政関係者
（３）成年後見制度に関心のある希望者

９．申込・問合先 所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
【締め切り】 令和元年８月８日（木）

【申込み先】 安来市社会福祉法人連絡会（担当：領家・足立）
〒692-0014 安来市飯島町 1240-13 安来市社会福祉協議会内
Tel(０８５４)２３-１８５５ Fax(０８５４)２７-７１１６

メールアドレス：harumi.ryouke@yasugishakyo.com
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【ＦＡＸ送信先：（０８５４）２７‐７１１６】

安来市社会福祉法人連絡会 行

参 加 申 込 書

令和元年８月３０日（金）に開催される｢令和元年度権利擁護セミナー｣に下記のとおり参加を

申し込みます。

記

役 職 名 氏 名 備 考

令和元年 月 日

機 関 ・ 団 体 名：

連 絡 先 電 話 番 号：


